
中津川市公告第２９号 

 

中津川市立新図書館建設事業建築主体工事について、中津川市公募型指名競争入札実施要綱（平

成 13 年 3 月 8 日決裁）第 5 条により公告する。 

 入札に参加する意思のある企業は、共同企業体を自主結成のうえ、所定の手続きをしてくださ

い。 

  

平成２３年７月１４日 

 

中津川市長 大山 耕二 

 

１ 工事の概要 

（１）工事名 中津川市立新図書館建設事業建築主体工事 

（２）工事場所 中津川市新町地内 

（３）敷地面積 ３４１８．１０㎡ 

（４）工事概要 

  （構造階数）鉄筋コンクリート造地上 3 階建 

  （延床面積）３，６２７．０６㎡ 

（５）工期 契約締結の日から平成 25 年 3 月 8 日（予定） 

 

２ 工事の入札方式 

  本工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による公募型指名競争入

札とする。 

 

３ 公募型指名競争入札に応募できる資格及び条件 

   本件工事は、次に掲げる条件を全て満たしている者により構成される共同企業体であって、

中津川市から共同企業体として資格認定を受けた者であること。 

（１）共同企業体の資格要件 

①共同企業体は、自主結成とし、３者の組合せとする。 

②共同企業体構成員の組み合わせは、代表構成員、構成員①、構成員②の資格要件を満た

す者の組合せとする。 

③代表構成員は、出資割合が最大の者とし、構成員は２０％以上とする。 

④共同企業体の構成員は、当該工事に係る入札において、同時に他の共同企業体の構成員

になることはできない。 

⑤資本若しくは人事面において関連がある建設業者同士においては、共同企業体の構成員

になることはできない。 

（２）構成員の資格要件 

   ①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

   ②申請日において、中津川市建設工事入札参加有資格業者名簿に登録されていること。 

③会社更生法（昭和２７年法律１７２号）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手

続きの開始の申立者にあっては、同法第２３３条第１項又は第２３４条第１項の規定に



より更生計画認可の決定を受けていること。 

④中津川市から、工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱（平成５年５月２０日決裁）

に基づく資格停止等の措置を公告日から当該工事の契約締結日までの間に受けていない

こと。 

⑤対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連

がある建設業者でないこと。 

⑥建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表に規定する許可業種のうち、中津川市が発

注する建設工事に対する許可業種の許可を受けて３年以上営業をしていること。 

⑦共同企業体の構成員のうちいずれか１者は、直近 15 ヵ年度内に、同種工事（ＲＣ又は

ＳＲＣで、階数が３階以上又は延べ面積３，０００㎡以上）の建築物を元請負（共同企

業体として施工した場合は、出資比率が２０%以上の場合に限る。）として施工した実績

があること。 

   ⑧直近 15 ヶ年度内に、監理技術者として同種工事の施工経験を有する者を共同企業体の

構成員のいずれかから当該工事に専任で配置できること。 

（ア）一級建築士若しくは一級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 

（イ）建築工事業者に係る監理技術者資格者証を有する者であること。 

（３）代表構成員の資格要件 

   ①建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による建設工事業の特定建設業

の許可を受けていること。 

   ②公告日より３年以上前から岐阜県内に本店を有し（証明できるものの写し添付）、公告日

における建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査結果通知書の建築一式工

事の総合評点が９００点以上であること。 

（４）構成員①の資格要件 

   ①建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による建設工事業の特定建設業

の許可を受けていること。 

   ②公告日より３年以上前から中津川市内に本店を有し（証明できるものの写し添付）、公告

日における建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査結果通知書の建築一式

工事の総合評点が８００点以上であること。 

（５）構成員②の資格要件 

   ①建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による建設工事業の特定建設業

の許可を受けていること。 

   ②公告日より３年以上前から中津川市内に本店を有し（証明できるものの写し添付）、公告

日における建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査結果通知書の建築一式

工事の総合評点が７００点以上であること。 

 

４ 入札参加資格の確認 

（１）この競争入札の参加希望者は、３に定めるところにより共同企業体を結成し、公募型指

名競争入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書

（以下｢申請書｣という。）を提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（２）競争入札参加資格の認定は、提出された申請書等によって資格審査を行い、その結果は、

入札執行通知により代表構成員に通知する。※中津川市特定建設工事共同企業体取扱要

領（平成 13 年 3 月 8 日決裁）第 7 条の規定により、代表構成員に通知する。 



（３）申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

   ①特定建設工事共同企業体構成員表 

   ②特定建設工事共同企業体協定書 

   ③同種工事の施工実績（工事が完成し、引渡しが完了しているもの） 

   ④配置予定技術者等の資格及び工事経験（工事が完成し、引渡しが完了しているもの） 

   ⑤公告日における最新の建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査結果通知書の

写し 

   ⑥当該企業体に関する一切の権限を構成員から代表構成員に委任する内容の委任状 

 

５ 申請書の提出等 

（１）受付期間 

   土曜日、日曜日を除く、平成 23 年 7 月 15 日（金）から平成 23 年 7 月 27 日（水）の午

前 9 時から午後 4 時まで（正午から午後 1 時までを除く） 

（２）申請書の提出方法 

   申請書１部を、直接持参する。（郵送によるものは受け付けない） 

（３）工事概要図の閲覧 

   公告期間中、工事の概要について図面等の閲覧に供します。 

   中津川市役所 4 階 総務部行政管理課契約係 

   電話０５７３－６６－１１１１（内線４１５，４１６） 

 （申請書等は、中津川市の公式ホームページ 

   http//www.city.nakatsugawa.gifu.jp/ からダウンロードできます。） 

 

６ その他 

（１）資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 

（２）提出された書類は、当該工事の競争入札参加資格確認以外の資料として使用しない。 

（３）提出された資料は、返却しない。 

（４）本件工事に関連する機械設備工事及び電気設備工事は別途発注する。 


